
保健・疾病対策課

(単位　千円)

3,895 千円

3,218,116 千円

87,179 千円

21,039 千円

788 千円

19,777 千円

3,350,794千円

心の健康支援推進事業体系（令和６年度予算）

心
　
　
の
　
　
健
　
　
康
　
　
支
　
　
援
　
　
推
　
　
進
　
　
事
　
　
業

精神障がい者
地域生活支援事業

精神障がい者地域生活支援事業 3,895

精 神 医 療 対 策 事 業 230,612

精神医療等対策事業 精 神 医 療 費 給 付 事 業 2,878,137

精 神 科 救 急 医 療 整 備 事 業 109,367

自 殺 対 策 推 進 事 業 86,836

自殺対策推進事業

自 殺 対 策 推 進 セ ン タ ー 事 業 343

発達障がい診療体制整備事業 21,039発達障がい者支援事業

（職員給与、手当を除く）

依存症対策事業 依 存 症 対 策 事 業 788

精神保健福祉
センター事業

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 事 業 19,777

資料１

【資料５・６】

【資料４】

【資料10】

【資料９】

【資料８】

【資料７】

【資料３】



１　入院患者数及び通院患者数　の推移
（各年３月末現在　単位：人）

※入院患者数：精神科病院月報　　　　　　　　　　　　　

※通院患者数：自立支援医療（精神通院医療）受給認定者数

２　疾病別患者数
         （令和６年３月末現在　単位：人）

入院患者数 通院患者数 合　　計

734 1,541 2,275

F00　アルツハイマー病の認知症 319 1,197 1,516

F01　血管性認知症 109 66 175

F02-09　上記以外の症状性を含む器質性精神障害 306 278 584

230 741 971

F10　アルコール使用による精神及び行動の障害 207 673 880

覚せい剤による精神及び行動の障害 11 15 26

アルコール、覚せい剤を除く精神作用物質使用による精神及び行動の障害 12 53 65

1,933 13,802 15,735

390 18,057 18,447

96 3,867 3,963

30 184 214

36 168 204

100 914 1,014

49 3,645 3,694

32 1,014 1,046

てんかん（F0に属さないものを計上する） 39 2,936 2,975

その他 23 134 157

3,692 47,003 50,695

※入院患者数：精神科病院月報　　　　　　　　　　　　　

※通院患者数：自立支援医療（精神通院医療）受給認定者数

合          計

長野県の精神障がい者の現況等について

F0　症状性を含む器質性精神障害

F1　精神作用物質による精神及び行動の障害

F2　統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害

F3　気分（感情）障害

F4　神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F5　生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

F6　成人の人格及び行動の障害

F7　精神遅滞

F8　心理的発達の障害

F9　小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害及び特定不能の精神障害

4,033 3,960 3,992 3,923 3,875 3,824 3,798 3,793 3,682 3,692

31,022

32,006
33,546

34,872 36,169

37,906 41,980

46,363

46,155

47,003

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,000
50,000

H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年

入院患者数 通院患者数

※※

資料２



３　精神科病院の状況 （令和６年４月１日現在）

設　置　区　分 病　床　数

　　２５５

　　１２９

　　３０５

３，６７３

４，３６２

○県保健医療総合計画に定める基準病床数（医療法第30条の４第２項第11号）3,947床（※）

（※）２０２０年度末（第５期障害福祉計画の最終年度に合わせて設定）

４　入院形態別入院患者数の推移 　　　        　(各年６月末現在　単位：人）

措　　置 任　　意 そ の 他 合　　計

58 2,722 23 4,477

54 2,542 17 4,323

77 2,390 23 4,178

63 2,435 22 4,155

59 2,302 27 4,036

62 2,239 24 4,008

53 2,224 66 3,968

59 2,173 95 3,967

68 2,173 38 3,971

56 2,031 23 3,825

63 1,944 7 3,807

52 1,707 11 3,515

68 1,734 22 3,653
○精神保健福祉資料(630調査)から

５　入院患者に占める措置入院患者の割合（措置率）

６　精神障害者保健福祉手帳の交付状況
　（１）令和５年度承認状況 　　　        　(令和６年３月末現在　単位：人）

（ 10,918 ） 

（ 1,429 ） 

（ 12,347 ） 

１　級 （ 5,566 ） 

２　級 （ 4,374 ） 

３　級 （ 699 ） 

１　級 （ 275 ） 

２　級 （ 1,110 ） 

３　級 （ 36 ） 

（ 12,060 ） 

（注） （　）内は、更新者の再掲

　（２）手帳交付台帳登載数 　(令和６年３月末現在　単位：人）

級

１　級

２　級

３　級

計

令和 ３ 年 1,793

令和 ２ 年 1,715

1,291

申　請

診　 断　 書 13,835

計 15,500

交　付

診 断 書

29,301 (843)

年度末現在（うち有効期限切れ）

13,303 (361)

13,632 (355)

2,366 (127)

52

計 15,055

施　設　数

独立行政法人立 　２

地方独立行政法人立 　１

1,625

２２

計 ３０

そ の 他

公　　的 　５

年 金 証 書 1,667

医療保護

　　２５年 1,688

　　２９年

1,648

　　２４年

平成２３年 1,674

　　３０年 1,640

1,094

311

1,710

6,529

5,778

年金証書

令和 ４ 年 1,745
令和 ５ 年 1,829

令和 １ 年 1,692

　　２６年 1,635
　　２７年

　　２８年 1,683

1.3 1.2

1.8
1.5 1.5 1.5

1.3
1.5

1.7
1.5

1.7
1.5

1.9
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0.0
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H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年

長野県 全 国



 

  

精神医療審査会及び精神障害者保健福祉手帳の交付等について 

 

精神保健福祉センター  

 

１ 長野県精神医療審査会 

精神医療審査会は、精神障がい者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保する

目的で設置され、精神保健福祉法第12条の規定により、精神障がい者の入院の要否及び処遇の

適否に関する審査を行っている。 

 

（１）審査会の体制 

４組の合議体を組織（１合議体当たり５人（医療委員３人、法律委員１人、保健福祉委員１人）で構

成）し、合計で年 20 回（１合議体当たり５回）の審査会を開催した。 

 令和4年度 令和５年度 令和６年度 

合 議 体 数 4         4 4 

委 員 総 数 29人 33人  36人 

内 訳 

医 療 委 員 15人 18人  19人 

法 律 委 員 8人 8人   8人 

保健福祉委員 6人 7人   9人 

審査会開催回数 20回 20回 20回（予定） 

退院等請求審査期間 平均28.0日 平均30.8日 － 

 

（２）審査内容 

①入院届、定期報告等に関する審査（令和５年度）                       （単位：件） 

区   分 審査件数 

審 査 結 果 件 数 

現在の入院

形態が適当 

他の 入院形態

への移行が適当 

入院継続 

不  要 

医療保護入院届 2,574 2,574 0 0 

入院中の 

定期報告 

医療保護入院 1,143 1,143 0 0 

措置入院 71   71 0 0 

合   計 3,788 3,788 0 0 

②入院者等からの退院・処遇改善の請求の審査（令和５年度）                （単位：件） 

区  分 請求件数 審査件数 

審 査 結 果 件 数  
請求 

取り下げ 

等 

入院・処遇 

は適当 

他の入院 

形態への 

移行が適当 

入院・処遇 

は不適当 

退  院 72 49 48 0 1 23 

退院・処遇改善 41 29 29 0 0 12 

処遇改善 11 6 6 0 0 5 

合  計 124 84 83 0 1 40 
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２ 自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉手帳に関する事務 

   

障害者総合支援法（略称）第 54 条の規定による自立支援医療（精神通院医療）の認定並びに精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45 条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付

にかかる業務を行った。 

 

（１）自立支援医療（精神通院医療）（令和５年度）                          （単位：人） 

申 請 件 数 交 付 件 数 不承認件数 年度末受給認定者数 

       
47,005 47,003  0 43,215 

    

（２）精神障害者保健福祉手帳 (令和５年度) 

①年間交付状況                                             （単位：人） 

申 請 

診 断 書 13,835 (10,918) 

年金証書 1,667 (1,429) 

計 15,502 (12,347) 

交 付 

診 断 書 

１ 級 6,529 (5,566) 

２ 級 5,778 (4,374) 

３ 級 1,094 （ 699) 

年金証書 

１ 級 311 ( 275) 

２ 級 1,291 (1,110) 

３ 級 52 (  36) 

計 15,055 ( 12,060) 

   ［注］ （ ）内は更新者の再掲 

②年度末(令和６年３月)手帳交付者数       （単位：人） 

級 総人数 （うち有効期限切れ人数） 

１ 級 13,303  ( 361) 

２ 級 13,632  ( 355) 

３ 級 2,366  ( 127) 

計 29,301  ( 843) 

   

 



 

 

精神科救急医療整備事業 

保健・疾病対策課 

１ 目  的 

精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化などにより、緊急に医療を必要とする精神障

がい者に対する医療体制の確保するため、精神科救急医療体制の整備充実を図る。 

 

２ 根  拠 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 19 条の 11、第 27 条、第 29 条の２の

２、第 47 条 

・精神科救急医療体制整備事業実施要綱 

 

３ 事業内容 

（１）輪番病院及び常時対応施設の整備 

・24 時間 365 日、緊急な医療を必要とする精神障がい者等に精神科救急医療を提供でき

る体制を県内４圏域（東信、北信、中信、南信）ごとに整備 

・輪番病院、常時対応施設は入院を要する者を受け入れるための診療応需体制を整える。 

（２）精神障がい者在宅アセスメントセンターの設置 

・精神障がい者等からの相談や警察・消防などの関係機関からの相談を受け付けて緊急入院

の要否を判定し、要入院患者については受診先を紹介、入院不要患者については支援機関

への繋ぎを行うなどを行う相談窓口を設置する。 

（３）長期連休時等の精神保健指定医確保に向けた待機事業 

・年末年始等、医療機関の長期休診日が続く期間において、措置入院処分に必要な精神

保健指定医の確保が困難となるため、当該期間につき各保健所で１名の精神保健指定

医を追加待機する制度を整備する。 

（４）精神障がい者移送体制に係る搬送委託業務 

・措置入院に係る通報等を受理した保健福祉事務所（保健所）が行う当該被通報者等の

搬送の一部を、県内で道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車を用いて業務を営む民

間事業者に業務委託する。 

 

４ 令和６年度予算額 

  109,367 千円（令和５年度 108,998 千円） 

資料４ 



【当番日のみ集計】

受診者数

緊急
措置入院

措置
入院

応急
入院

医療
保護入院

任意
入院

その他

4月 72 14 58 43 8 7 1 10 4 0

5月 96 21 75 67 2 7 2 12 6 0

6月 76 15 61 42 6 5 0 14 9 0

7月 108 35 73 71 4 7 0 16 7 0

8月 116 37 79 81 6 5 0 18 6 0

9月 93 28 65 64 3 3 1 14 8 0

10月 82 18 64 49 3 14 0 12 2 0

11月 100 12 88 63 9 8 1 16 3 0

12月 100 27 73 56 5 9 2 11 5 0

1月 94 35 59 64 2 6 1 9 4 0

2月 90 19 71 61 2 2 0 17 7 1

3月 97 19 78 42 3 7 0 22 6 0

計 1124 280 844 703 53 80 8 171 67 1

非入院 緊急措置入院 措置入院 応急入院 医療保護入院 任意入院 その他

精神科救急医療体制整備事業・全圏域年報（令和５年度）

月

受診時間帯 帰　　　　　　　　結

月
間
総
数

休
日
日
中

夜
間

非
入
院

入  　　　　　   　院　

703

(65%)

53

(5%)

80

(7%)

8

(1%)

171

(16%)

67

(6%)

1

(0%) 非入院

緊急措置入院

措置入院

応急入院

医療保護入院

任意入院

その他

当番日における輪番病院（常時対応施設含む）受診者の帰結状況（R5.4〜R6.3）＜※輪番病院一覧＞

地区 平日 休日

東信
千曲荘病院【常時対応型】、
小諸高原病院、そよかぜ病院
（３病院）

北信
佐藤病院、鶴賀病院、
篠ノ井橋病院、上松病院、
栗田病院（５病院）

中信

南信

東信３病院、北信５病院
＋

⻑野⾚⼗字病院
（9病院）

城⻄病院、松南病院、村井病院【常時対応型】、松岡病院、
倉田病院、あづみ病院 （６病院）

諏訪湖畔病院、諏訪⾚⼗字病院、飯田病院、
こころの医療センター駒ヶ根【常時対応型】（４病院）
※保健所圏域ごとに分担



    通報等に基づく診察実施状況

一般からの 警察官通報 検察官通報 保護観察所 矯正施設の その他 緊急措置

申　　請 の長の通報 長の通報
令和5年 令和6年

保健所 ２２条 ２３条 ２４条 ２５条 ２６条 ２６条の２ ２６条の３ ２７条２項 3月末措 3月末措

申 診 措 通 診 措 通 診 措 通 診 措 通 診 措 届 診 措 届 診 措 発 診 措 通 発 診 措 通 発 診 措 通 診 緊 置患者数 置患者数

請 察 置 報 察 置 報 察 置 報 察 置 報 察 置 出 察 置 出 察 置 見 察 置 報 見 察 置 報 見 察 置 申 察 措

佐　久 81 76 47 2 2 2 1 84 78 49 59 48 31 38 38 23 2 3

上　田 1 30 29 25 1 1 1 4 36 30 26 34 26 23 13 13 10 3 4

諏　訪 33 31 25 4 2 2 3 40 33 27 45 20 11 2 8

伊　那 30 21 18 2 32 21 18 39 17 16 1 1 1 3

飯　田 23 14 11 2 3 28 14 11 23 14 11 1 3

木　曽 4 4 3 4 4 3 8 8 5 2 3

松　本 1 1 1 54 53 42 6 4 4 10 1 1 71 59 48 89 71 63 1 1 21 11

大　町 16 15 7 1 17 15 7 23 16 10 1 1 1 3 5

長　野 178 152 67 9 8 7 18 205 160 74 171 125 61 93 93 40 13 15

北　信 29 18 3 1 1 1 31 19 3 26 18 5 3 3 2 3 1

合　計 2 1 1 478 413 248 25 18 16 43 1 1 548 433 266 517 363 236 150 150 77 53 53

令和５年度

精神科病院

医療観察法
に係る指定医
療機関及び
保護観察所

の通報

合　　計
（参考）

　Ｒ４合計
措置解除

措置患者
数の増減管理者の届出

２９条の２

48 1

25 1

21 6

2

21 -3

9 2

2 1

※１　緊急措置診察を行っている場合、診察件数にはカウントするが、緊急措置入院のみで、本措置入院していない場合には、「措置」件数にはカウントしない。（緊措には計上）
　　　 緊急→本措置入院となった場合、各条の「診察」欄と、右側緊急措置の「診察」欄にそれぞれ１件ずつ計上とする。（各条の「診察」欄に緊急と本診察の２回分をカウントすることはしない。）

5 -2

266 0

58 -10

5 2

72



令和 5 年 度

前年度計 前年度計 前年度計 前年度計

区分 平日夜 休日夜 計 平日夜 休日夜 計 区分 平日夜 休日夜 計 平日夜 休日夜 計

10分以内 412 210 622 303 ①意識障害・徘徊 1 0 1 1 かかりつけ医有り（治療中） 425 241 666 314 15 16 31 25

15分以内 34 30 64 38 ②けいれん 0 0 0 0 身体疾患有り 2 2 4 5 ➋かかりつけ病院受診勧奨 124 85 209 160

20分以内 18 20 38 24 ③幻覚・妄想 9 12 21 32 違法薬物使用 0 0 0 0 ➌一般救急受診勧奨 11 6 17 18

30分以内 15 18 33 22 ④昏迷・奇異行動 3 6 9 10 計 427 243 670 319 ➍土日開業医療機関情報 0 1 1 5

60分以内 9 14 23 18 ⑤興奮・錯乱 11 6 17 21 ➎平日精神科受診勧奨 31 17 48 42

60分超過 7 2 9 2 ⑥躁・抑うつ 5 7 12 11 小計 166 109 275 225

計 495 294 789 407 ⑦不安・焦燥 320 156 476 190 区分 平日夜 休日夜 計 ❻警察通報助言 19 18 37 43

⑧過喚気 4 2 6 1 緊急受診必要 17 18 35 28 ➐消防通報助言 2 5 7 14

区分 平日夜 休日夜 計 ⑨パニック発作 7 2 9 9 緊急受診不要 477 275 752 380 小計 21 23 44 57

東　信 9 14 23 21 ⑩睡眠障害 11 14 25 21 計 494 293 787 408 ➑傾聴、不安の解消 365 199 564 218

中　信 231 150 381 147 ⑪過食・拒食 0 0 0 0 ➒精神保健福祉センター紹介 6 4 10 18

南　信 18 13 31 17 ⑫自殺企図 6 4 10 5 ➓保健所紹介 9 3 12 12

北　信 94 70 164 110 ⑬自殺念慮 18 14 32 30 ⓫市町村紹介 5 9 14 18

県　外 2 5 7 3 ⑭自傷 4 1 5 2 ⓬その他支援機関紹介 10 10 20 28

不　明 143 41 184 106 ⑮大量服薬 1 1 2 2 ⓭その他支援制度紹介 0 0 0 4

計 497 293 790 404 ⑯暴力・器物破損 3 2 5 12 小計 395 225 620 298

⑰薬切れ・副作用 10 8 18 4 ⓮途中切電 17 2 19 18

区分 平日夜 休日夜 計 ⑱その他 14 21 35 13 ⓯その他 22 29 51 33

本　　　　人 424 239 663 289 9 1 10 8 小計 39 31 70 51

家　　　　族 60 50 110 100 2 5 7 7 636 404 1040 656

知人・友人 4 2 6 5 0 0 0 1

警　　　　察 0 0 0 0 58 36 94 33

救　急　隊 0 0 0 5

医療機関 1 2 3 3

そ　の　他 7 1 8 4

計 496 294 790 406 496 298 794 413

区分 区分

　　　　　　　　精神障がい者在宅アセスメントセンター実績報告書（４月～３月までの累計）

相談時間 救急要件 その他 相談結果
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⑳ 情報提供希望 計

㉑ 酩酊
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◎ 医療機関の紹介窓口ではありませんので、受診のご要望に応えられない場合もあります。
◎ 飲酒している時は、相談に応じることができません。

≪ こんな時は こちらへご相談ください ≫

※ 処方された薬は、指示通りに内服しましょう。

※ 長い休日などの前には、計画的に医療機関を受診しましょう。

長野県健康福祉部　保健・疾病対策課

    　 　既に精神科の治療を受けている方へ

まずは、かかりつけの医療機関の主治医に相談しましょう。

　　日頃から、こころの健康状態について考えたり、
　　症状が悪化した時のための準備をしておきましょう。

※ かかりつけの医療機関（主治医）の連絡先を確認しておきましょう。

「りんどう」は緊急時の精神医療に関する相談窓口です

　　　… 自分や他人を傷つけている(おそれがある)時

　　　… けがや身体症状（外傷、大量服薬、意識障害など）がある

　　　… 薬が終わってしまったので出してほしい

　　　　　 　　  　…（ 緊急性はないが）悩みを聞いて欲しい。眠れない。

★ かかりつけの医療機関の主治医と連絡がとれない
★ 今までに精神科を受診したことがない　　など

長野県精神障がい者在宅アセスメントセンター

 「 り ん ど う 」 にお電話ください

専 用 電 話  ０２６５ - ８１ - ９９００

　　　　　毎日：17時30分～翌朝８時30分
相談内容に応じて、看護師等が対応方法を助言します。

緊急に精神科の医療が必要になったときには

かかりつけの医療機関名

平 日 昼 間 の 電 話 番 号 －　　　　　　－

休 日 ・夜 間の 電話 番号 －　　　　　　－

警察（１１０番）へ

救急（１１９番）へ

市町村、お近くの保健所、
精神保健福祉センターへ

かかりつけ医療機関へ 平日昼間

平日昼間

至急！

至急！

はい きゅう きゅう

☞保健所・精神保健福祉センターについては裏面をご覧ください。
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佐久
上小
諏訪
上伊那

木曽
松本
(松本市除く)

大北

長野
(長野市除く)

北信
長野市
松本市

　　支援情報検索サイト
(どこに相談したらいいかわからない時、
地域別、方法別、悩み別に相談窓口を検
索することができます)

http://shienjoho.go.jp/

大町保健福祉事務所 0261-22-5111 0261-23-6529

長野県健康福祉部　保健・疾病対策課

名称 電話番号 対応時間
よりそいホットライン
(暮らしの困りごと、心の悩みごと等)

0120-279-338 毎日　24時間

0264-24-2211  0264-25-2233

〃　　阿南支所
飯伊

0265-23-1111

松本保健福祉事務所 0263-47-7800 0263-40-1938

026-226-9960 -

0263-34-3217 -

名称
精神保健福祉センター
(心の健康に関する相談等)

対応時間

平日8:30～17:15

長野市保健所

松本市保健所

こころの健康相談統一ダイヤル
(自殺予防)

心の電話相談
(とにかく話を聞いてほしい)

電話番号

026-266-0280

0570-064-556

026-217-1680

平日9:30～16:00

平日9:30～16:00

電話番号（対応時間：平日8:30～17:15）

精神保健福祉相談代表
保健福祉事務所

0265-78-2111

0267-63-3164

0268-25-7149

0266-57-2927

026-223-2131 026-225-9039

圏域

佐久保健福祉事務所

上田保健福祉事務所

諏訪保健福祉事務所

0267-63-3111

0268-23-1260

0266-53-6000

木曽保健福祉事務所

0269-62-3105 0269-62-6104

伊那保健福祉事務所 0265-76-6837

長野保健福祉事務所

北信保健福祉事務所

飯田保健福祉事務所 0265-53-0444

-0260-22-2206

精神保健福祉センター等

保健福祉事務所 ～心と体の健康に関する相談～

その他
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H18年度 H19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度
年

申請通報件数 253 241 339 299 349 333 373 394 350 361 389 437 496 548 424 485 517 548

H18=100 100 95.3 134.0 118.2 137.9 131.6 147.4 155.7 138.3 142.7 153.8 172.7 196.0 216.6 167.6 191.7 204.3 216.6

診察実施件数 177 167 260 194 241 236 266 295 230 261 283 321 365 374 293 347 363 433

措置入院件数 132 129 197 126 170 154 182 197 147 179 185 185 212 210 177 211 236 266

申請通報件数 183 171 258 217 250 247 297 310 257 273 298 321 397 443 348 387 423 478

(23条通報率) 72.3% 71.0% 76.1% 72.6% 71.6% 74.2% 79.6% 78.7% 73.4% 75.6% 76.6% 73.5% 80.0% 80.8% 82.1% 79.8% 81.8% 87.2%

H18=100 100 93.4 141.0 118.6 136.6 135.0 162.3 169.4 140.4 149.2 162.8 175.4 216.9 242.1 190.2 211.5 231.1 261.2

診察実施件数 147 137 223 167 206 215 251 295 210 230 261 292 339 353 279 325 350 413

措置入院件数 105 102 168 104 144 138 171 197 131 154 163 162 193 195 165 193 225 248

長野県における措置申請通報件数等の推移

区分

県全体

うち
23条通報
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（単位：件）

佐久 上田 諏訪 伊那 飯田 木曽 松本 大町 長野 北信 計

R元年度（参考） 3 1 5 4 2 0 3 0 4 0 22

R２年度（参考） 1 0 2 3 1 0 1 0 2 0 10

R３年度 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 6

R４年度 1 4 3 2 1 0 1 0 1 0 13

R５年度 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 8

計 8 6 12 10 6 0 6 1 10 0 59

H30年度（参考） 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5

R元年度（参考） 3 1 5 4 2 0 1 0 2 0 18

R２年度（参考） 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5

R３年度 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 7

R４年度 1 3 0 2 1 0 1 0 1 0 9

R５年度 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 7

H30年度（参考） 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

R元年度（参考） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R２年度（参考） 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

R３年度 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

R４年度 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

R５年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H30年度（参考） 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

R元年度（参考） 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

R２年度（参考） 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

R３年度 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 12

R４年度 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

R５年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

精神障がい者退院後支援の対応状況について

項目

②①のうち、支援終了
件数

③①のうち、再措置入
院となった件数

④本人同意が徴取
できなかった件数

①実施事例数



○ 各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的に退院後支援を進められるよう、現行法下で実施可能な、 
 自治体が中心となった退院後支援の具体的な手順を整理。 
○ 精神障害者が退院後にどこの地域で生活することになっても医療、福祉、介護、就労支援などの包括的な支援を継続的 
 かつ確実に受けられるようにすることを目的として実施（法第47条の相談支援業務の一環） 

１ 支援対象者、本人・家族その他の支援者の参画 

  ○ 作成主体の自治体が、自治体が中心となって退院後支援を行う必要があると認めた者のうち、同意が得られた者。 
※ 措置入院者のうち退院後支援を実施する必要性が特に高い者から支援対象とすることも可。医療保護入院者等に作成することも可。 

※ 同意が得られない場合は、計画は作成しない。 

○ 本人と家族その他の支援者が支援内容を協議する会議（以下「会議」という。）への参加など計画作成に参画できるように
十分働きかけ。 

2 計画作成の時期 
○ 原則、入院中に作成。ただし、入院期間が短い場合等は退院後速やかに作成。 

○ 措置入院の場合、措置症状が消退しているにもかかわらず、計画に基づく支援について本人の同意が得られないことや、
計画作成に時間を要していることを理由に措置入院を延長することは法律上認められない。 

3 計画の内容 
◆ 計画の記載事項（主要事項） 

  ・ 退院後の生活に関する本人の希望  ・ 家族その他の支援者の意見  
  ・ 退院後支援の担当機関、本人のニーズ・課題、支援内容、連絡先 
  ・ 必要な医療等の支援の利用が継続されなかった場合の対処方針 ・ 計画に基づく支援を行う期間   等  
◆ 計画に基づく支援期間  

   ○ 本人が希望する地域生活に円滑に移行できるための期間として、地域への退院後半年以内を基本として設定。 
   ○ 延長は原則１回（本人同意が必要）。１年以内には計画に基づく支援を終了して本人が地域生活を送れるよう努力。 

4 会議の開催 
◆ 参加者 
① 会議には、本人と家族その他の支援者の参加が原則。 

   ※例外的に参加しない場合も、事前又は事後に、これらの者の意向を確認する機会を設けるなどの対応を行う。 

② 本人が、弁護士等を成年後見人や代理人として参加させることを希望する場合は、これらの者を参加させる。 

地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン（概要） 

Ⅱ 退院後支援に関する計画の作成 

Ⅰ 地方公共団体による精神障害者の退院後支援の趣旨 



地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン（概要） 
Ⅱ 退院後支援に関する計画の作成（続き） 

１ 帰住先保健所設置自治体の役割、各支援関係者の役割等 
○ 帰住先保健所設置自治体は、計画に基づく相談支援を行うとともに、支援全体の調整主体としての役割を担う。 

２ 計画の見直し 

○ 自治体は、本人・家族等が希望した場合や、本人の病状や生活環境の変化等に応じて支援内容等を見直す必要がある
場合には、速やかに計画の見直しを検討。 

３ 支援対象者が居住地を移した場合の対応 
○ 自治体は、支援期間中に本人が居住地を移したことを把握した場合には、本人の同意を得た上で、移転先自治体に計
画内容等を通知。移転先自治体は、速やかに、本人の同意を得た上で計画を作成。 

４ 計画に基づく支援の終了及び延長 

○  支援期間が満了する場合は原則支援を終了。支援終了後も、必要に応じて法第47条に基づく一般的な相談支援を実施。 
○ 例外的に延長する際は、会議を開催し、本人・家族等に丁寧に説明の上、本人の同意を得る。 

５ 本人が交付された計画に基づく支援への同意を撤回した場合の対応  

○ 計画の交付後に、本人から支援への同意を撤回する旨の意向が示された場合は、必要に応じて計画内容を見直す等、
本人の意向を踏まえた計画となるよう対応。 

○ こうした対応を行っても計画に基づく支援に同意が得られない場合は、計画に基づく支援を終了。 

Ⅲ 退院後支援に関する計画に基づく退院後支援の実施 
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  ③ 支援関係者（＝支援対象者の退院後の医療等の支援の関係者）  
     ・ 作成主体の自治体 ・ 帰住先の市町村   
    ・ 入院先病院         ・ 通院先医療機関       ・ 措置入院前の通院先医療機関     ・ 訪問看護ステーション  
    ・ 地域援助事業者その他の障害福祉サービス、介護サービス事業者 ・ NPOなどの支援者、民生委員 等 
  ※ 防犯の観点からの警察の参加は認められず、警察は参加しない。例外的に支援を目的に参加を検討する場合も、本人が拒否した場合は参加は不可。 

 ◆ 開催方法、開催場所 
   ○ 電話やインターネット回線等を活用して協議を行うことも可。本人の入院中は原則として入院先病院内で開催。 
 ◆ 会議の事務に関して知り得た情報の管理 
  ○ 設置主体は、会議の事務に関して知り得た情報の適正な取扱いについて支援関係者にあらかじめ説明し、各支援関係者

から当該取扱いを遵守する旨の同意を文書で得る。 
5 入院先病院の役割（自治体に協力し、以下の対応を行うことが望ましい。） 
 ①退院後の生活環境に関する相談支援を行う担当者の選任（措置入院先病院） 
 ②退院後支援のニーズに関するアセスメントの実施 ③計画に関する意見等の提出 ④会議への参加 等  
 



 災害派遣精神医療チーム体制整備事業 

保健・疾病対策課 

１ 目  的 

県内外における大規模自然災害や大規模事故災害等の発生時において、被災地域の精神保健医療機

能の一時的低下や災害ストレス等による精神的問題の発生などにより増加する精神保健医療ニーズに

対し、精神科医療の提供や心のケア活動の支援などを行う災害派遣精神医療チーム（以下「ＤＰＡＴ」

という。）体制の強化を図ることにより、災害時における精神科医療・精神保健活動支援体制の整備

及び危機管理体制の充実を図る。 

 

２ 根  拠 

防災基本計画（中央防災会議）、災害派遣精神医療チーム活動要領（厚生労働省） 

 

３ 事業内容 

（１）ＤＰＡＴ運営会議 

医療、行政、関係機関の代表による運営会議を設置し、研修の企画、活動マニュアル等諸規程の

見直し、情報交換、派遣後におけるＤＰＡＴ活動の評価等を行い、災害時におけるＤＰＡＴ活動の

実効性を担保する。 

（２）ＤＰＡＴ研修 

大規模災害発生時にＤＰＡＴとして活動するには、活動理念、活動内容、被災住民への対応等基

本的な知識や支援方法を修得する必要がある。また、熊本地震災害に派遣するＤＰＡＴには研修修

了者が含まれることが求められた。このため、県と協定を締結したＤＰＡＴ登録医療機関や登録を

希望する医療機関を対象に、ＤＰＡＴの質の向上及び維持を図るための研修を実施する。 

 

４ 令和４～６年度の主な取組み 

 （１）長野県ＤＰＡＴ研修会の開催 

    （Ｒ４）令和５年３月 19 日（日）オンライン開催。６医療機関等から 46 名が参加。 

    （Ｒ５）令和５年９月７日（木）：第１部、15 日（金）：第２部 オンライン開催 

23 日（土）：第３部 集合開催   計 44 名が参加。 

（Ｒ６）令和６年８月９日（金）：第１部、19 日（月）：第２部 オンライン開催 

９月８日（日）：第３部 集合開催   計 47 名が参加。 

 （２）長野県総合防災訓練への参加 

    （Ｒ４）令和４年 10 月 23 日に松本市で開催。（参加：６病院、６チーム） 

    （Ｒ５）令和５年 10 月 22 日に中野市で開催。（参加：６病院、６チーム） 

（Ｒ６）令和６年 10 月 20 日に小諸市で開催。（参加：６病院、７チーム） 

 （３）ＤＰＡＴ運営会議の開催 

（Ｒ４）令和５年３月 22 日（水）書面開催。DPAT 設置運営要綱の一部改正について 

（Ｒ５）令和６年３月 26 日（火）オンライン開催  

令和６年能登半島地震における長野県 DPAT の活動について 

（Ｒ６）開催調整中 

 

５ 令和６年度予算額 

888 千円（令和５年度 847 千円）             

 

資料５ 



 

長野県ＤＰＡＴの体制について 

 

１ ＤＰＡＴ統括者（発災時に県庁ＤＰＡＴ調整本部で活動を統括する者） 

 （１）統括者数：３名 

 （２）統括者氏名等                   （敬称略） 

氏 名 所 属 

埴原 秋児 長野県立こころの医療センター駒ヶ根 院長 

矢﨑 健彦 長野県精神保健福祉センター 所長 

村田 志保 栗田病院 副院長 

 

２ ＤＰＡＴ登録医療機関 

 （１）登録医療機関数：６医療機関（県と病院で協定を締結） 

 （２）派遣可能チーム数：７チーム 

 （３）構成員：医師、看護師、業務調整員（精神保健福祉士、薬剤師、臨床検査技師等） 

 （４）登録医療機関詳細（Ｒ6.10.1現在） 

    

※先遣隊：発災後 48 時間以内に活動できる、国の専門研修を受けた隊員で構成するチーム 

うち先遣隊※

7 1 - -

県立こころの医療センター駒ヶ根 2 1 南信

登録年月日
派遣可能チーム数

医療機関名 医療圏

H30.4.1

1 -

北アルプス医療センターあづみ病院 1 - 中信

北信総合病院 北信

栗田病院 1 - 北信

合計

R4.1.1

中信信州大学医学部附属病院 1 -

R2.3.1

小諸高原病院 1 - 東信



 

てんかん医療提供体制整備事業 

保健・疾病対策課 

１ 目 的 

  本県において「てんかん支援拠点病院（以下、「拠点病院」）」を整備することにより、専門

的な相談支援、他の医療機関、自治体等や患者の家族との連携を図るほか、治療や相談支援等

に携わる関係機関の医師に対し、てんかんの助言・指導や地域における普及啓発等を進め、て

んかん診療における地域連携体制を強化する。 

  本県のてんかん診療の課題や対策等を整理するために、てんかん診療・支援体制検討会議を

開催し有識者等から意見を聴取する。 

 

２ 事業内容 

（１）てんかん支援拠点病院事業 

信州大学医学部附属病院を拠点病院に指定し、以下の業務を委託する。 

ア てんかん患者及びその家族への専門的な相談支援及び治療 

イ 県内の医療機関等への助言・指導 

ウ 関係機関（県内の医療機関、市町村、公共職業安定所等）との連携・調整 

エ 医療従事者、 関係機関職員、てんかん患者及びその家族に対する研修の実施 

オ てんかん患者及びその家族、地域住民等へ普及啓発 

カ てんかん治療医療連携協議会の運営 

キ てんかん治療医療連携協議会で定める指標に必要な数値等の集計・整理 

ク その他てんかん対策に必要な事項  

 

（２）てんかん診療・支援体制検討会議 

本県におけるてんかん対策や診療の課題・あり方等について整理するとともに、てんかん

患者の就労や運転免許等の問題など支援体制全般について意見を聴取するため、有識者等に

よる検討会議を開催する。 

ア 開催回数 １回 

イ 構成員数 ８名 医療関係者（てんかん専門医、精神科医、神経内科医、県医師会等）、当事者代

表、家族代表） 

 

３ 令和６年度の主な取組み 

 （１）てんかん県民講座の開催（主催：拠点病院） 

    令和６年６月 23 日（日）ハイブリット開催。（参加者 153 名：内オンライン 76 名） 

    てんかんに関して広く一般県民向けに普及啓発。 

 （２）てんかんかかりつけ医研修（共催：拠点病院・県） 

    令和 7 年 1 月 26 日（日）オンライン開催予定。 

    てんかん専門医を講師とし、診断や処方、患者が利用できる福祉サービス等を講義する。 

 （３）てんかん診療・支援体制検討会議の開催 

    令和 7 年２月頃､オンライン開催予定。 

  （４）てんかんを広く啓発するため、３月のパープルデーに松本城を紫色にライトアップする。 

 

４ 令和６年度予算額 

  2,846 千円 （令和５年度 2,846 千円） 

資料６ 



依存症対策事業 
 

                             保健・疾病対策課 

１ 目 的 

依存症の発生予防から早期治療、支援、再発予防に至る対策を推進し、依存症の

問題を抱える人やその家族が、安心して暮らすことのできる社会の実現を目指す。 

   

２ 根拠法令等 

アルコール健康障害対策基本法、再犯防止推進法、ギャンブル等依存症対策基本法  

 

３ 事業内容 

  （１）アルコール健康障害対策推進会議 

地域の医療、福祉、介護、当事者、事業者、行政等の幅広い分野の関係者に

より、長野県依存症対策推進計画を策定する。 

また、アルコール依存症患者が身近な地域で適切な医療を受けられるよう、

信州保健医療総合計画で目標設定している専門医療機関及び治療拠点機関の選

定を行う。 構成員 12 名 

 （２）かかりつけ医アルコール健康障害対応研修 

かかりつけ医（内科等）とアルコール専門医療機関の医療連携充実のため、か

かりつけ医向けのアルコール健康障害対応研修を開催する。 

  

 （３）依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業 

アルコール関連問題、薬物依存症に関する問題、ギャンブル等依存症に関する

問題に取り組む民間団体支援事業 

 令和６年度：アルコール１団体、薬物２団体、ギャンブル等１団体から申請あり 

 

 （４）依存症専門医療機関・相談員等全国会議 

各地域の依存疾患等の状況や課題、相談の現状や課題などの情報共有を目的と

する全国会議に、依存症専門医療機関・相談拠点が出席することで、資質向上を

目指す。 

     

４ 上記の以外の令和６年度の主な取組 

  ・依存症対策等推進会議の開催予定（ギャンブル等） 

  ・「依存症相談拠点」（長野県精神保健福祉センター：H30.4～） 

電話、面接相談の実施（当事者本人、家族への対応） 

   長野県版依存症治療・回復プログラムを活用したグループ学習の開催 

   研修会の開催（ギャンブル等依存症、CRAFT など）  など 

  ・依存症専門医療機関（アルコール健康障害）の選定（１病院を選定予定） 

 

５ 令和６年度予算額 

      788 千円 （令和５年度 859 千円） 

資料７  



 

依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について 

  

長野県健康福祉部保健・疾病対策課 

１ 趣旨 

依存症患者が地域で適切な医療を受けられる体制を整備するため、アルコール健康障害、薬物依存

症及びギャンブル等依存症のそれぞれについて、都道府県ごとに依存症専門医療機関及び依存症治療

拠点機関を選定することとされている。 

○依存症対策総合支援事業実施要綱（「依存症対策総合支援事業の実施について」（平成 29 年６月 13 日障発 0613 第

２号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

「①医療提供体制 

依存症患者が適切な医療を受けられるようにするため、別に定める基準に基づく、依存症に関するそれぞれの専門

医療機関の選定及び医療機関間の連携方法等について協議する。なお、都道府県又は指定都市において選定された専

門医療機関のうち治療拠点となる医療機関を１カ所又は複数箇所選定し専門医療機関の連携の拠点とすること。」 

○依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について（平成 29 年６月 13 日障発 0613 第４号 厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

「(1) 都道府県等において、別紙の選定基準を満たす依存症専門医療機関を選定し、選定した依存症専門医療機関の

うち、依存症治療拠点機関を１箇所又は複数箇所選定する。」 

 

２ 長野県における整備の状況 

（１）依存症治療拠点機関について 

  依存症専門医療機関のうち、全県対象の情報発信や研修を行うなど連携の拠点となる医療機関 

精神医療圏域 医療機関名（所在地） 
対応する依存症・選定日 

アルコール 薬物 ギャンブル 

全  県 
こころの医療センター駒ヶ根 

（駒ヶ根市） 
〇 R2.1.1 〇 R2.7.1 〇 R2.7.1 

 

（２）依存症専門医療機関について 

   国が定める基準をみたす専門性の高い依存症治療を行う医療機関 

  ・令和５年度、新たに５医療機関を依存症専門医療機関（アルコール健康障害）に選定した。 

精神医療圏域 医療機関名（所在地） 
対応する依存症・選定日 

アルコール 薬物 ギャンブル 

南  信 
こころの医療センター駒ヶ根 
（駒ヶ根市）  

〇 R2.1.1 〇 R2.7.1 〇 R2.7.1 

東  信 

小諸高原病院（小諸市） 〇 R4.4.1 〇 R4.7.1 〇 R4.4.1 

千曲荘病院（上田市） 

〇 R5.6.1  

信濃病院（東御市） 

中  信 
城西病院（松本市） 

村井病院（松本市） 

北  信 栗田病院（長野市） 

 

・今後も国の基準を満たし、選定の意向がある医療機関の選定を順次進めていく。 



発達障がい診療体制整備事業 

保健・疾病対策課 

 

６年度 予算額  21,039千円 

基  金：10,130 千円 

国補 1/2 ：5,354 千円 

一般財源：5,555 千円 

５年度 予算額  20,926千円 
国補 1/2 ：10,413 千円 

一般財源：10,513 千円 

 

１ 概 要 

本県の発達障がい者支援施策は、平成 23 年度の「発達障害者支援のあり方検討会」   

報告書を踏まえ、発達障がいの早期発見・早期支援、ライフステージを通じた切れ目ない

一貫した支援体制の整備等を行ってきた。その結果、市町村の乳幼児期健診における

M-CHAT 導入率の増加や、発達障がいサポート・マネージャーの全圏域配置による支援者 

支援の実施など、一定の成果を挙げてきた。 

一方で、診療体制の分野に関しては、発達障がいを診療できる医師の不足や診療を敬遠

する医療機関があることなどから現在でも体制の構築は十分ではなく、一部の診療機関に

受診が集中し、数カ月の診療待機者が出ている。 

また、住民の生活圏域内での支援体制の不足も問題となっており、療育中の対応困難事

例に医学的見地からの助言が得られにくい、入園・就学時等の節目に専門の医師による 

アドバイスを受けたくても医療機関が限られているなどの課題がある。 

  そこで、こういった課題に対応していくためにも、県として発達障がい診療に係る体制

のあり方を検討するとともに、発達障がいを診療できる医師の育成、中核的診療機関に 

よる圏域や全県単位での研修等の実施等により、全県で格差なく発達障がいの診療が受け

られるような地域の体制整備を行う。 
 
 
２ 事業内容 

（単位：千円） 

 

事業内容 
R6 

予算額 

R5 

予算額 
差額 

①発達障がい診療地域ネットワーク整備事業 

圏域ごとに発達障がい診療地域ネットワーク

会議を開催し、地域ごとの診療ネットワークの構

築を図る 

 

②発達障がい診療人材育成事業 

全県で格差なく発達障がいの診療が受けられ

るよう、地域の体制整備を行う 

10,709 

 

 

 

 

10,330 

  

10,696 

 

 

 

 

10,230 

  

13 

 

 

 

 

100 

  

合 計 21,039 20,926 113 

資料８ 



＜発達障がいの診療を行う医師の分類・役割＞ 

 
                              

＜概要図（役割分担・施策の方向性）＞ 

 

 

 

 

                   

 

分  類 拠  点 役  割 育  成 

長野県 

発達障がい 

指導医 

子どもの心の診療ネ

ットワーク事業拠点

病院 

・信州大学医学部附属病院 

・県立こども病院 

・県立こころの医療センタ

ー駒ヶ根  

・入院治療など困難事例

への総合的対応 

・診療医、専門医への 

スーパービジョン 

・コメディカルへの OJT

や研修会実施による 

人材育成 

 

長野県 

発達障がい 

専門医 

連携病院 

（圏域基幹病院等） 

発達障がいの二次医療 

・困難事例の診療 

・関連機関へのスーパー

ビジョン 

５年で５名程度育成 

長野県 

発達障がい 

診療医 

協力病院 

協力診療所 

発達障がいの一次医療 

・診断とアセスメント 

・診断書等作成 

・療育への助言 

・教育、福祉等との連携 

５年で30名程度育成

（年５～７名） 

長野県 

発達障がい 

かかりつけ医 

全科病院・診療所 一般的な診療 

・早期発見と紹介 

・様々な医療の提供 

長野県発達障がいか

かりつけ医研修 

（年１回開催 

 約50～100名参加） 

拠点病院 

連携病院 

協力病院 

協力診療所 

か か り つ け 医 

○指導、助言、応援体制強化 

○人材育成体制強化 

○困難事例への対応強化 

○圏域内の連携強化 

○早期診断、早期支援（療育） 

一次医療 

（市町村） 

○早期発見 

発達障がい専門医 

発達障がい診療医 

三次医療 

（県全域） 

二次医療 

（県内 10 圏域） 



⻑野県発達障がい診療医・専門医圏域別認定状況

診療医・専門医が計１〜９⼈いる地域

【⼤北圏域】

3⼈

【木曽圏域】

０⼈

【北信圏域】

１⼈

認定者数59⼈
（令和６年４⽉１⽇現在）

うち診療医（◇）４⼈
専門医（★）55⼈

【松本圏域】

21⼈

【飯伊圏域】

３⼈

【⻑野圏域】

【上田圏域】

４⼈

【諏訪圏域】

7⼈

【上伊那圏域】

10⼈

うち
★10

うち
★20
◇１

【佐久圏域】

８⼈

うち
★８

※診療先が複数箇所ある医師についてはそれぞれの圏域に計上しています。
所属がない（または医療機関でない）医師は計上していません。

うち
★3

うち
★7

14⼈

うち
★13
◇１

【診療先】
稲荷山
篠ノ井総合
⻑野市⺠ 等

【診療先】
佐久総合
浅間総合

【診療先】
信濃医療
諏訪中央

【診療先】
ここ駒
昭和伊南
伊那中央 等

【診療先】
信⼤
こども病院
松本協⽴ 等

【診療先】
⼤町総合
あづみ病院

診療医・専門医が計10⼈以上いる地域

うち
★３
◇１

【診療先】
信州上田
東御市⺠ 等

うち
★２
♢１

【診療先】
飯田市⽴ 等

5.5⼈（⼈口10万対）

4.8⼈（⼈口10万対）

2.0⼈（⼈口10万対）

2.7⼈（⼈口10万対）

２.1⼈（⼈口10万対）

4.0⼈（⼈口10万対）

3.7⼈（⼈口10万対）

5.7⼈（⼈口10万対）

うち【診療先】
★１ 北信総合

1.3⼈(⼈口10万対)



保健・疾病対策課

１　趣　　旨
　

２　事業概要 (千円)

うち一財 うち一財 うち一財

87,179 9,037 84,568 11,389 2,611 △2,352

   小　計 86,836 8,840 84,232 11,196 2,604 △2,356

①相談事業
 (国補1/2・
2/3)

2,207 379 2,331 692 △124 △313

②人材養成
事業
 (国補1/2)

831 212 450 173 381 39

8,293 4,074 7,786 3,813 507 261

4,840 2,420 4,900 2,450 △60 △30

その他
事業

3,453 1,654 2,886 1,363 567 291

14,667 233 18,104 2,502 △3,437 △2,269

14,589 194 18,027 2,463 △3,438 △2,269

その他
事業

78 39 77 39 1 0

⑤自殺未遂
者支援
（国補2/3・
10/10 ） 10,720 88 4,056 0 6,664 88

⑥市町村等
支援
 (国補1/2・
2/3・10/10)

50,118 3,854 51,505 4,016 △1,387 △162

296 150 289 146 7 4

47 47 47 47 0 0

３　予算額 総額 87,179千円

(財源 国補1/2 8,427千円 国補2/3 1,506千円 国補10/10 63,897千円

諸収入 27千円 一財 9,037千円 福祉基金 1,440千円 )

R5 総額 84,568千円

(財源 国補1/2 8,213千円 国補2/3 1,857千円 国補10/10 62,341千円 諸収入 18千円 　一財

福祉基金 750千円 ）

　　　　　※国補：地域自殺対策強化交付金、国委：不登校児童生徒等早期発見・早期支援事業委託金

国委10/10 2,634千円

　ふるさと信州寄付金 211千円

11,389千円

・リスティング広告の実施

（２）自殺対策推進
センター事業
 (国補1/2)

・「長野県自殺対策推進センター（精神保健福祉センター）」におけ
る、市町村及び地域の支援者との支援体制の整備
＜連絡調整＞連絡会議等による関係機関のネットワーク強化
＜人材育成＞自殺予防のための各種関係者研修会

（３）こころの健康相
談統一ダイヤル

・全国共通の電話番号による自殺に関する電話相談を、精神保健福祉
センターで実施。

合 計

⑴
自
殺
対
策
強
化
事
業

・弁護士会と連携した「くらしと健康の相談会」の開催
・基幹SNS相談事業者と連携した具体的ケースの継続支援の実施

・地域の自殺対策で重要な役割を果たす人材養成のための研修会や
ゲートキーパー研修会を実施
対象：学校関係者、保健補導員、市町村職員、職域関係者等

・自殺未遂者に対する支援を実施するため、救急病院、警察、消防、
その他関係機関との連携体制を構築
・救急告示医療機関に搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発を防止
するため、退院後の地域における支援へのつなぎ・継続支援を実施

・地域の実情を踏まえた自殺対策に取り組む市町村に対する助成
・自殺対策に取り組む民間団体に対する助成
（自殺ハイリスク者支援事業、いのちの電話事業、うつ病医療体制強
化事業）

・啓発グッズ、リーフレット等の作成による
普及啓発の実施
・自殺予防週間(9/10～16）及び自殺対策強化
月間(3月)におけるキャンペーン、県下一斉街
頭啓発の実施

④子ども・若
者対策

（国補1/2・
2/3・10/10）

・ハイリスクの子どもたちを支援するための
「子どもの自殺危機対応チーム」の運営及び
RAMPSの導入
・若者の意見を聴き、施策に活かすための
ワークショップの開催
・子どもたちに生きる力を与えるための講演
会の開催

・子どもの自殺の実態を踏まえた適切な対策
を推進するため、「子どもの自殺対策プロ
ジェクトチーム」を設置

③普及啓発
事業
 (国補1/2・
2/3)

自　殺　対　策　推　進　事　業

　年間300人を超える人が自殺している実態に加え、現下の経済情勢においては自殺の社会的要因の深刻化が懸念される。
　国の地域自殺対策強化交付金等を活用し、市町村、関係機関、民間団体等と連携し、社会的な取組として自殺対策を実施する
ことで、 誰も自殺に追い込まれることのない信州を目指す。

事　業　名 内　　　　　　　　　　容
R6 R5 差額

創造

創造

資料９



自殺対策推進事業の実施状況について 
 

保健・疾病対策課  

 
 
１ 第４次長野県自殺対策推進計画（R5～R9）における自殺対策 

目標：2027年までに自殺死亡率を 12.2以下とする（厚生労働省「人口動態統計」） 
 

【自殺者数・自殺死亡率（人口 10万対）の推移】                  （単位：人） 

区分／年 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

人
口
動
態
統
計 

合 計 378 339 322 313 350  352 325 343 347 
  男性 275 233 236 211 250 236 224 231 253 

  女性 103 106 86 102 100 116 101 112 94 
自殺死亡率 

(全国順位) 
18.2 

(21 位) 

16.5 

(19 位) 

15.7 

(13 位) 

15.4 

(14 位) 

17.4 

(35 位) 

17.5 

(36 位) 

16.3 

(23 位) 

17.3 

(21 位) 

17.7 

(25 位) 

警察庁「自殺統計」 415 393 352 351 357 353 337 357 346 

（自殺死亡率の全国順位は低い順）            

 

２ 令和５年度の主な事業実績 

（１） 対面型相談事業 

  〇くらしと健康の相談会の開催 

    ・弁護士による法律相談と県保健師による健康相談を組み合わせた無料の相談会。 

      【R５実績】６、９、12、３月開催：105件、134人 

 

（３） 人材養成事業 

  ○ 自殺対策を目的とした研修会の開催 

  事業名 日程 内  容 参加者数 

 ① 自殺対策担当者連絡会議 4/23 
新任自殺対策担当者への研修と自殺対策
に係る情報交換 

市町村、

保健所 

 ② 
自殺未遂者支援関係者 

研修会 

9/1 

9/2 

自殺未遂者に関する理解と具体的な支援

スキル向上 
43名 

 ③ 自殺対策担当者研修会 12/18 講義及び演習「傾聴のスキルアップ」 29名 

 ④ 
自殺対策地域関係者 

オンライン研修会 
8/2 ロジックモデルについての講演、取組発表 103名 

 ⑤ 
自殺関連相談 
オンライン研修会 
（自死遺族等支援講演会） 

11/27 グリーフケアと自死遺族支援スキル向上  199名 

 

   ○ ゲートキーパー研修及び人材養成研修の実施 

・行政職員、教職員、医療・福祉従事者等に対するゲートキーパーや自殺予防に関する 

研修会等（保健福祉事務所実施） 

   ・動画によるゲートキーパー研修（警察、教職員を含む全県職員対象） 

     【R5受講者数：4,023人】 

 
 
 



（４） 普及啓発事業 

   ○ 啓発活動 

・自殺予防週間（9月）及び自殺対策強化月間（3月）に街頭啓発・庁内展示を実施。 

 

   〇 相談窓口の周知 

・御守り型リーフレット…県内全中学校、特別支援学校に配布。 

・ハンカチ型リーフレット…庁内自殺対策関係課に配布し研修等出の配布を依頼。 

・インターネットを活用した自殺対策広報業務 

…検索連動型広告を活用し、悩みを抱える方へ県内各種相談窓口を案内。 

 

（５） うつ病医療連携体制強化事業 

○ 精神科医とかかりつけ医の連携強化（県医師会） 

・かかりつけ医から精神科医へ初期のうつ病等精神疾患の患者をつなぐ体制構築を図る。 

 

（６） 市町村等支援 

○ 市町村の自殺対策への補助 

・地域自殺対策強化事業補助金：19,627千円（60市町村）  

・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助金：10,893千円（９市町村） 

 

○ 民間団体の自殺対策への補助 

・地域自殺対策強化事業補助金：6,571千円（８団体：県医師会、県弁護士会等） 

 

（７） 精神保健福祉センターにおける自殺対策事業 

○ こころの健康相談統一ダイヤルによる自殺に関する相談 

【R5相談実績：延べ 609件】 

 

   ○ 自死遺族支援 

・自死遺族のための分かち合いの会「あすなろの会」を長野市内で 12回開催、 

延べ 54名が参加。 

・保健福祉事務所開催の交流会への職員派遣や助言。 

・自死・自死遺族についての理解を普及啓発。 

 

３ 上記以外に、令和６年度実施した（これから実施する）主な事業 

実施した 実施予定 

・インターネット広告を活用した自殺対策広報業

務（リスティング広告等） 

・子どもの自殺危機対応チームによる支援 

・街頭啓発による相談窓口の周知（９月） 

・RAMPS導入 

・若者が考える生きるを支えるワークショップ 

・県職員のゲートキーパー研修 

・第４次長野県自殺対策推進計画 

指標評価のための関係者アンケート 

・生きる力を与える講演会の開催 

・街頭啓発による相談窓口の周知（３月）  

  



令和６年９月18日

１　自殺者数（全国・長野県）

　（１）全　国 　　

 （２）長野県

２　自殺死亡率（全国・長野県）

自 殺 者 数 の 推 移

※自殺統計（警察庁）と人口動態統計（厚生労働省）の数値の違い
　　　１）警察庁では、総人口（日本における外国人も含む）を対象としているのに対し、厚生労働省では、日本における 日本人を対象
　　　　　にしている。
　　　２）警察庁では、死体発見時以後の調査等によって自殺と判明したときは、その時点で計上する。厚生労働省は、自殺、他殺、事
　　　　　故の不明のときは「自殺以外」で処理しており、死亡診断書の作成者等から訂正のない場合は自殺に計上していない。

32,863

33,048

31,957
31,042

32,143

34,427

32,325

32,552 32,155
33,093

32,249
32,845

31,690

30,651

27,858 27,283

25,427

24,025

21,897

31,755
31,413

30,251
29,375

29,949

32,109

30,247
30,553

29,921

30,827

30,229
30,707

29,554 28,896

26,433 26,063

24,417

23,152

21,02120,000

22,500

25,000

27,500

30,000

32,500

35,000

Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

（人）
自殺者数推移（全国）

588
580

618

523

543

643

576

614

554

518

598

573
562

501
480

439

480

415

393

537

569 576

484 487

576

512

548

492
492

538
526

501
493

447
422

436

378

339
300

350

400

450

500

550

600

650

Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

（人）
自殺者数推移（長野県）

18.8

25.4

25.0 24.1 23.3
23.8 25.5 23.7

24.2
23.7 24.4

24.0 24.4
23.4

22.9

21.0
20.7

19.5 18.5
16.8

20.7

24.6

26.1 26.4

22.1 22.3

26.4

23.5

25.4

22.8
22.9

25.2 24.7
23.6 23.3

21.2

20.1

20.9

18.2
16.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

H９ Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

自殺死亡率（人口動態統計）

全国
長野県

（対10万人率）

警察庁統計

人口動態統計

人口動態統計

県警統計

32,863 33,048

31,957
31,042

32,143

34,427

32,325 32,552
32,155

33,093
32,249

32,845

31,690

30,651

27,85827,283

25,427

24,025

21,897 21,321

20,840
20,169

21,081 21,007
21,88121,837

31,755
31,413

30,251
29,375

29,949

32,109

30,247
30,553

29,921

30,827

30,229
30,707

29,554

28,896

26,43326,063

24,417

23,152

21,021

20,465 20,031
19,425 20,243

20,291
21,252

21,037

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5

（人）
自殺者数推移（全国）

588
580

618

523
543

643

576

614

554

518

598

573
562

501

480

439

480

415

393

352 351 357 353
337

357 346

537

569 576

484 487

576

512

548

492 492

538
526

501 493

447
422

436

378

339

322
313 350 352

325
343 347

300

350

400

450

500

550

600

650

Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5

自殺者数推移（長野県）

自殺統計（発見日・発見地）：警察庁

人口動態統計（自殺日・住所地）：厚生労働省

18.8

25.4

25.0

24.1
23.3

23.8 25.5 23.7

24.2

23.7
24.4

24.0
24.4

23.4
22.9

21.0

20.7

19.5
18.5

16.8
16.4 16.1

15.7
16.4

16.5

17.4

17.4

20.7

24.6

26.1 26.4

22.1 22.3

26.4

23.5

25.4

22.8 22.9

25.2
24.7

23.6
23.3

21.2

20.1

20.9

18.2

16.5
15.7 15.4

17.4
17.5

16.3

17.3

17.7

15

17.5

20

22.5

25

27.5

H９ Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R１ R2 R3 R4 R5

自殺死亡率（人口動態統計）

全国

長野県

（対10万人率）

自殺統計（発見日・発見地）：警察庁

人口動態統計（自殺日・住所地）：厚生労働省



子ども等自殺対策強化事業
・健康福祉部、教育委員会 連携事業

低

高

自
殺
リ
ス
ク

・健康福祉部事業 ・教育委員会事業

リ
ス
ク
の
抑
制

相談力向上事業
自殺予防に関する知識等に関するワークショップを実施

SST（ソーシャルスキルトレーニング）
対人関係や集団行動を営む技能習得のため講師を派遣
SOSの出し方に関する教育
自らの悩みを適切に表現できるための教育を実施

教職員向け予防研修
自殺の現状や学校現場での対応実践を学ぶ研修を実施

生
き
る
促
進
要
因
の
向
上

若者との共創によるワークショップ
県内中高生・大学生等を対象に、効果的な自殺対策等
を考えるワークショップを開催：１回（東信地区）

子どもたちに生きる力を与える講演会
県内中学生を対象に、オリンピック等で活躍したアスリー
ト等による講演会を実施：１回（北信地区）

リスクの察知・相談
アセス【0千円】
生活満足感や学習適応等を測定・分析

RAMPS

自殺のリスクを評価：モデル校10校

リスティング広告
ネットで検索された悩みに応じた相談窓口を表示

LINE相談(ひとりで悩まないで＠⻑野）
学校や友だちのことなどをLINEで相談できる窓口を開設

リ
ス
ク
へ
の
支
援

スクールカウンセラー(SC)事業
児童生徒の不安等に対応するためSCを配置

スクールソーシャルワーカー(SSW)事業
社会福祉等の関係機関との調整を行うSSWを配置

子どもの自殺危機対応チーム
多職種の専門家で構成された、地区チーム（県内４地区）とコアチームによる支援者支援
自殺未遂者支援のためのネットワーク構築の検討
救急搬送された自殺未遂者を、精神科医療や地域の支援機関に繋ぐネットワーク構築を検討

自殺未遂者やうつ病経験者等による講演会
県内高校生等を対象に、自殺未遂者やうつ病経験者に
よる講演会を実施：２校
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精神障がい者地域生活支援事業 
保健・疾病対策課 

５年度 
（2023 年度） 

予算額 
2,315 千円 

 
国庫 1/2        1,153 千円 
一般財源        1,162 千円 

６年度 
（2024 年度） 

予算額 
3,295 千円 

 
国庫 1/2        1,645 千円 
一般財源        1,650 千円 

１ 目 的 

  精神障がい者の退院を促進し、地域での自立した生活を安心・充実して送るため、関係機関の

連携体制整備、必要な情報提供を行う。 
 

２ 事業内容                                  （単位：千円） 

事業名 内     容 
５年度 

予算額 

６年度 

予算額 
差額 

精神障がい

者地域生活

支援事業 

・※精神障がい者地域生活支援コーディネーター等連絡会 

・精神障がい者地域移行・地域生活支援関係者研修（精神

保健福祉センター） 

・圏域事業実施体制強化のための管内関係者研修（保健福

祉事務所） 

713 912 199 

障がい者支え

合い活動支援

事業 

・当事者支援員及び家族支援員による、地域住民等の理解

促進を図るための普及啓発活動及び精神科病院に入院

する方や退院後間もない障がい者に対する訪問支援を

行う。 

・精神障がいを持つ家族が、同じ病気を経験している家族

に対し、相談を受けることができる家族支援員の養成を

行う。 

1,182 1,182 0 

入院者訪問支

援事業 

・市町村長同意による医療保護入院患者等の要望を受け、

訪問支援員を病院に派遣し面会交流を行う。 

・支援員養成研修の実施 

110 885 775 

精神障がい

者地域ケア

推進事業 

地域における精神保健福祉活動の中心となる方 （々キーパ

ーソン）に対し、精神保健福祉に関する研修、社会復帰施

設等の視察、当事者の体験談を聞く交流会等を実施するこ

とにより、地域全体への精神障がい者に対する正しい知識

の普及啓発を図る。（保健福祉事務所） 

205 208 3 

若者向け心

のバリアフ

リー事業 

これから社会に自立しようとする高校生に対し、精神疾患

を経験した当事者講師を派遣して、体験を通じた講演によ

り、心の健康や精神保健福祉に関する正しい知識の普及、

啓発を図る。 

105 108 3 

合  計 2,315 3,295 980 
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令和６年度の主な取組

①精神障がい者地域生活支援協議会の設置（各保健福祉事務所）
圏域協議会との協働、研修会の開催等

②障がい者支え合い活動支援事業（委託）

○相談・訪問面接等
○普及啓発（講演等）
○ピアサポーター養成（養成研修等）

○家族支援（家族会向け講演会等）

③協議会等（県）
・精神障がい者地域移行支援部会（年２回開催）

・精神障がい者地域生活支援コーディネーター等連絡会（年２回開催）
障がい者総合支援センターの精神障がい者地域生活支援担当者、
保健所の担当者等を参集
圏域間の情報交換・課題の検討、知識・技術を習得するための研修・事例検討

・・・当事者団体と協働

・・・家族会団体と協働
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現在の推進体制（イメージ）

全 県 各圏域

県自立支援協議会

精神障がい者地域生活支援
コーディネーター等連絡会議
○各圏域の取組状況の情報交換
○困難事例の事例検討、研修 など

精神障がい者
地域生活支援協議会

県地域ケア推進事業
地域生活支援事業

○人材育成、
○普及啓発など
（講演会、研修会…）

県 支え合い活動支援事業

○相談・訪問面接等

○普及啓発（講演等）

○ピアサポーター養成（養成研修等）

○家族支援（家族会向け講演会等）

精神障がい者
地域移行支援部会

若者向け心のバリアフリー事業
（精神疾患、こころの健康に関する普及啓発）

○高校と連携した当事者による講演

その他

意見
現状の共有

＜市町村、保健福祉事務所、支援関係者＞

県 障がい者プラン等
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（参考）取組の現状

年 度 R2 R3 R4 R5

当
事
者
支
援

相談支援活動
2回

延15人
28回
延50人

８回
延８人

12回
延16人

普及啓発活動
12回

延279人
14回

延610人
23回

延746人
17回

延636人

当事者支援員研修
（ピアサポーター養成）

1回
48人

1回
30人

1回
52人

1回
52人

家族支援(研修） 実施なし

講師の講
義 を収録
した DVDを
配布

2回
延110人

2回
延132人

【精神障がい者支え合い活動支援事業】
・各事業実績

【精神障がい者地域移行推進研修会】（精神保健福祉センター実施）
・精神障がい者地域移行支援関係者の資質向上、連携強化等の推進
・対象者：相談支援事業所、福祉サービス事業所、市町村職員等

年 度 R2 R3 R4 R5
開催回数
参加者数

実施なし
1回
272人

1回
176人

1回
45人

（全県事業等）
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【精神障がい者地域生活支援協議会】
・圏域ごとに精神障がい者の地域移行等に関する事項を協議

年 度 R2 R3 R4 R5

開催回数 47回 60回 80回 76回

【 地域生活支援事業】
・圏域事業実施体制強化のための関係者研修〔各保健福祉事務所〕
・対象者：圏域自立支援協議会関係者、圏域の地域移行・地域定着支援関係者等

年 度 R2 R3 R4 R5
開催回数
参加者数

3回
延78人

7回
延200人

12回
延308人

16回
延470人

【 地域ケア推進事業】
・精神疾患・障がいに関する正しい知識の普及〔各保健福祉事務所〕
・対象者：一般県民、民生児童委員、自治会役員、精神保健福祉関係者等

年 度 R2 R3 R4 R5
開催回数
参加者数

2回
延48人

5回
延87人

7回
延140人

16回
延367人

（各圏域）



 

 

 

入院者訪問支援事業 

保健・疾病対策課 

１ 目 的 

市町村長同意による医療保護入院患者等の要望を受けた都道府県が訪問支援員を病院に派遣

し面会交流することにより、患者の孤独の解消や自尊心の回復に加え、患者と病院の意思疎通

が円滑になることが期待される。 

 

２ 根 拠  

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

 

３ 事業内容 

（１）体制構築に係る会議（事務局設置等） 

市町村長同意による医療保護入院者等を対象に、精神科病院を訪問し、傾聴や生活に関す

る相談、必要な情報提供を行う支援体制を構築する。 

 

（２）国研修への参加・派遣 

事業担当者及び関係者のスキルアップに係る研修への参加。 

 ⇒R6.7.26 国立精神・神経医療研究センター実施の研修に参加 

 

（３）支援員養成研修の実施 

患者からの多数の面会要望に備えて支援員を増やすために、県で支援員養成研修を実施。 

 ⇒R7.1 研修実施予定 

 

（４）支援員の病院訪問（面会派遣）  

市町村長同意による医療保護入院患者等の要望があれば、日程等を事務局で調整した上で支

援員を精神科病院へ派遣し、患者との面会交流を実施する。 

 ⇒R7.3 一部の病院にて、訪問支援先行（試行）実施開始 

 

（５）周知用リーフレットの作成・配布 

     事業を周知するためのリーフレットを作成・配布する。 

   



○ 精神科病院で入院治療を受けている者については、医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすくなることを踏まえ、
入院者のうち、家族等がいない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として、面会交流の機会が少ない等の理由によ
り、第三者による支援が必要と考えられる者に対して、希望に応じて、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を役割とした
訪問支援員を派遣するもの。

○ 実施主体は都道府県、政令指定都市（以下、「都道府県等」という。）

入院者訪問支援事業（令和６年度以降）

【訪問支援員】

○ 都道府県知事が認めた研修を修了した者のうち、都道

府県知事が選任した者

○ 支援対象者からの求めに応じて、入院中の精神科病院

を訪問し、支援対象者の話を誠実かつ熱心に聞く（傾

聴）ほか、入院中の生活に関する相談や、支援対象者が

困りごとを解消したり、希望する支援を受けるためには

どうすれば良いのかを対象者に情報提供する。

第三者である訪問支援員が、医療機関外
から入院中の患者を訪問し支援

面会交流、支援
傾聴、生活に関する
相談、情報提供 等

第三者による支援が必要

※2人一組で精神科

病院を訪問

精神科病院

【支援対象者】

（１）市町村長同意による医療保護入院者で

あって、本事業による支援を希望する者

（２）地域の実態等を踏まえ、（１）と同等

に支援が必要として都道府県知事が認め、

本事業による支援を希望する者

都道府県等による選任・派遣

（留意点）
・令和6年度より法定事業として位置づけ。（守秘義務等）
・訪問支援員について、特段の資格等は不要。※研修修了は義務
・訪問支援員が対象者に代わって対象者の困りごとを解決することや、
訪問支援員が医療・介護・障害福祉サービスの利用を調整したりサービ
スを自ら提供することは、本事業の支援として意図するものではない。

【入院者訪問支援事業のねらい】
医療機関外の第三者が、支援対象者と会話を交わし、支援対象者

の話を傾聴することにより、様々な思いを受け止め、対象者が自ら
の力を発揮できるよう、対象者の立場に立って寄り添うもの。

※入院者の求めに応じて、都道府県等が派遣を調整

【精神科病院に入院する方々の状況】
医療機関外の者との面会交流が特に途絶
えやすく、
・孤独感や自尊心の低下
・日常的な困りごとを誰かに相談するこ
とが難しい、支援を受けたいが誰に相
談してよいかわからないといった悩み

を抱えることがある。

誰かに相談し
たい、話を聞
いてほしい

孤独感、
自尊心
の低下

精神科病院に入院している支援対象者の自尊心低下、孤独感、日常の困りごと等の解消が期待される。



○ 都道府県は、精神保健福祉法第３５条の２に基づき、訪問支援員の業務を適正に行うために必要な知識・
技能等を修得するための研修を実施する。

○ 都道府県知事が行う研修は、①精神保健、医療及び福祉の現状及び課題、②入院者訪問支援事業の概要、
③入院者訪問支援員として必要な技能についての講義及び演習とする。

○ 研修を修了した者のうち、都道府県知事が選任した者を入院者訪問支援員と定める。

訪問支援員養成研修の概要

訪問支援員養成研修
・訪問支援員としての活動を希望する者が対象
・講義：５時間程度（オンライン受講可）
・演習：６時間程度（原則、対面で実施）
・実施主体：都道府県等
・内容：省令に準拠

訪問支援の意義や訪問支援員の役割等を理解した上で、
訪問支援員として必要な基本的知識を習得する

【講義】

【演習】

講義で得られた基本的知識を基礎としつつグルー

プワークやロールプレイ等を通じて訪問支援員とし

て必要とされるより実践的な知識や技能を習得する

○都道府県等においては、管内の特別区、保健所設置市を含め、養成研修の実施に向けた調整
と養成研修の開催
○特別区、保健所設置市においては、都道府県等が行う養成研修への受講者の派遣
○特別区、保健所設置市において養成研修を実施する場合は都道府県等から委託の上で実施
※予算案のため変更の可能性あり

地域生活支援事業（※）を活用し訪問支援員養成研修を実施する場合



訪問支援員派遣の流れ

①面会希望

精神科病院

退院後生活環境相談員
その他の職員等

電話・手紙等

面会日連絡

訪問支援（面会交流の実施）

②面会日の調整

④実施報告

都道府県等

②登録者から訪問支援員2名を
選任し面会日を調整する

④訪問支援員より面会の報告
を受ける

市
町
村
長
同
意
に
よ
る
医
療
保
護
入
院
者
等

③
日
程
の
連
絡

都道府県等
又は

委託先の事業所

事務局

○ 入院者から訪問支援員との面会希望があった場合に、派遣調整を行う。
○ 本人以外の者からの依頼については、本人の意向であることを確認した上で派遣調整を開始する。
○ 事務局は、支援対象者の意向を確認した日付及びその方法等については、個別に記録しておくこと。

① 入院者本人もしくは、市町村
長同意の担当者又は精神科病院の
退院後生活環境相談員等を経由し、
面会希望の連絡を受ける

③ 必要に応じて精神科病院の退院後
生活環境相談員やその他の職員等の
協力を得ることで、できる限り支援
対象者の希望に添えるよう、訪問支
援員の派遣調整を行う。

訪問支援員は、2人一組（※）で

精神科病院を訪問し、面会交流を行う

（※）ペアで訪問をする事で互いにフォローができ

緊張感の緩和につながることが先行事例から

示されている。

また、訪問支援のスキルアップのためには

経験の少ない者と経験を重ねた者によるペア

での実施が効果的とされている。

訪問支援員



入院者への事業周知

市町村担当者

○ 都道府県等は、市町村に対し、市町村長同意による医療保護入院者との面会時に当該事業を入院者に紹介
するよう依頼する。

○ 都道府県等は、精神科病院に対し、退院後生活環境相談員等から入院者に対して当該事業を紹介することや、
啓発資材の掲示等により入院者に常時当該事業の周知を図ることを依頼する 。

市町村

・ＨＰ等での広報

厚生労働省

・市町村に対し、市町村長同意の入院者への面会時に本事業を紹介するよう依頼する

・精神科病院に対し、入院者へ退院後生活環境相談員やその他の職員等から本事業を紹介することや、

啓発資材の掲示等により当該事業の周知を図るよう依頼する。

・市町村長同意後の入院者との面会時

にリーフレット等を用いて本事業

を紹介する

・退院後生活環境相談員の選任の挨拶時や

日々の支援の中でリーフレット等を用いて

本事業を紹介する

・本事業の紹介・周知のための院内掲示を行う

市町村長同意
入院患者等

退院後生活環境相談員等

精神科病院

都道府県等


